
1 

第２回川口市行政評価外部評価委員会 

日 時 令和 6年 7月 12 日(金) 13：30～16：00 場 所 第一本庁舎5階 501大会議室

評価委員 
石川委員長、佐藤副委員長、田中委員、早船委員、石井委員、

大関委員 
傍聴者数 0 名 

事 務 局 企画経営課：長部課長補佐、山縣主査、光谷主任、足立主事 

評価事業 防災施設整備事業 

担 当 課 危機管理部 危機管理課 

説 明 者 深瀬主幹、佐藤課長補佐、財部主任、高橋主事 

ヒアリング 

事業の概要及び事前質問への回答について、深瀬主幹より説明 

事前質問への回答については別紙のとおり

説明を受けて、委員から事業に関する質疑応答 

質疑応答 

・ 委員

防災井戸について、設置費用が当初の倍になるため設置を延期しているとのことだが、今後も

延期予定か。

市内１０地区に１基ずつ設置する計画を立てているが、近年の人件費や材料費等の高騰に

よる工事費の増額や、他の防災事業との兼ね合いから、令和４年度以降は設置を見合わせ

ている。

有事の際は重要な役割を果たすと考えられるため、積極的な設置をお願いしたい。

・ 委員

視覚・聴覚障がいのある方向けの災害緊急情報配信システムについて、導入から 1 年も経過し

ていないため登録者数はまだ少ないかと思うが、この 3 名が登録された経緯は。

まず「身体障害者相談員連絡会」や「視覚障害者福祉協会」といった団体の会議に職員が

出席して周知を行ったところ、非常に興味を持っていただき、２名の方に登録していただ

いた。さらに、民生委員の会議に出席して担当地区の方への周知をお願いしたところ、１

名の方に繋いでいただき登録していただいた。

このシステムは避難情報を電話やＦＡＸで伝達するもので、災害によって停電の発生や電話線

の遮断があるとシステムが使用できないと思われるが、その場合の伝達手段は他にあるのか。

また、出席された会議でそのような意見はあったか。

停電発生時といった具体的な質問は無かった。各会議に伺ったところ、障がいのある方で

も文字拡大や読み上げ機能を活用しながら、日常的に携帯電話やスマートフォンを使って

いる方が多いことに驚かされた。実際、メールやＬＩＮＥのサービスを希望された方も多

かったことから、きらり川口情報メールや市公式ＬＩＮＥの登録方法を説明したところ大

変喜んでいただけた。

大規模な停電が発生すれば、障がいのある方に限らず、役所を含めて多くの方に影響が出

ることが考えられる。今のところ障がいのある方に対する代替手段は無いことから、メー
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ルやＬＩＮＥを含めて日頃から複数の情報収集手段を確保していただきたいと考えてい

る。

・ 副委員長

防災行政無線は今後２０基ずつ更新を行う予定とのことだが、通常は何年使用すると更新にな

るのか。

設置から１０年未満の更新をメーカーは推奨しているが、２２９基をその期間で更新する

ことは頻度が高く難しいことから、本市では設置後１３～１４年を目安に更新している。

なお、その間に不具合が発生したものは、その都度、修繕により対応している。

２０基で２億円以上かかるということは、1 基に約１，０００万円かかるということか。

そのとおりである。

新設の場合も約１，０００万円の費用を要するとあるが、新設と更新共に同程度の費用なのか。

設置から１３～１４年経過することで周辺の建物や電波状況が変化するため、同じ公園の

敷地内でも電波状況の良い場所に設置位置を少し変更したり、支柱の老朽化による事故を

未然に防ぐために支柱自体を新しいものに変えたりすることから、更新でも新設工事とほ

ぼ同じ工事費となることが多い。

更新の際には高規格スピーカーに置き換えているのか。

新設・更新工事ともに、令和 3 年度からそのようにしている。

・ 委員

私は防災行政無線と聞いて真っ先に大雨・洪水等の気象情報をイメージしたが、それらを防災

行政無線で放送しない理由や基準があるのか。

川口市防災本（4 ページ）に掲載しているとおり、災害時の警戒レベルには国が定める統

一した基準があり、大雨・洪水警報は警戒レベル５段階のうちレベル３に相当する。レベ

ル３とは「まだ災害は発生していないが、災害発生のおそれがある状況」であり、自宅等

で安全を確保していただきたい段階である。レベル３の中でも土砂災害や浸水害など、さ

らに危険が迫ったと判断したときには、防災行政無線を使って「高齢者等避難」などの避

難情報を発令している。このように、防災行政無線を使って避難情報を呼びかける際には、

気象警報や警戒レベルだけでなく、その後の気象情報や国や県からの情報などを総合的に

判断して使用する運用をしている。

防災行政無線放送実績を見ると、熱中症の注意喚起をしていることから、熱中症で放送するの

であれば大雨でも放送するのかと思った。私の住む地域では河川の氾濫の危険性もあるため

か、防災行政無線で大雨警報が流れる。それぞれ自治体によって基準や考え方が異なるかもし

れないが、防災行政無線にも大雨・洪水警報を加えた方が良いのではないか。

・ 委員長

先ほど、スマートフォンや携帯電話の活用が、障がいのある方の中でもよく行われているとの

ことだったが、利用の実態を考慮すると、様々な情報伝達手段を行うよりも、個人が所有する

スマートフォンや携帯電話で多くの部分がカバーでき、情報がより伝わりやすいと考えられ

る。一方で、能登半島地震では偽情報が拡散された例もある。SNS の上手な使い方について

どう考えているか。

災害発生時にインターネット上に発信される偽情報やフェイクニュースには、市民の皆さ
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んだけでなく、市としても騙されないように気を付ける必要がある。正しい情報かどうか

を瞬時に判断することは非常に難しいため、市としては注意喚起することくらいしかでき

ないが、正確な情報を伝える手段については今後検討を続けていきたい。

ディスカッション 

◆ 質疑応答を経て、委員同士でディスカッション 

・ 副委員長

防災行政無線の整備も良いが、今は防災井戸の整備も重要ではないか。防災井戸の設置費用は

当初の倍になっているとのことだが、防災行政無線の更新に２，０００万円かかるのであれば、

もう少し防災井戸に注力しても良いのではないか。

・ 委員

実際の防災行政無線は、聞こえるようで聞こえない状態だ。何か言っていることは分かるが、

実際、よくよく聞くと、迷い人のお尋ねが多いため、結局気にしなくなる。

・ 委員

それであればやはり、市のホームページやスマートフォンを活用した情報伝達の充実を図った

方が良いだろう。緊急時にポップアップで何か出てくるような仕組みがあれば、市民もわかり

やすいのではないか。

・ 副委員長

そう思う。防災行政無線も古いシステムな気がして仕方がない。事業費の中でも多くの費用が

かかっている印象だ。

・ 委員長

防災行政無線自体は昭和４０年代からある。山の方の自治体では、防災行政無線は山に 1 基の

みあっても役に立たないが、各家庭に戸別受信装置を置いているため防災情報が聞こえる。防

災行政無線の設置場所には地域バランスもあるのだろう。

・ 委員

防災行政無線の効果が感じられれば良いが、どうなのか。

・ 委員

防災行政無線に多くの費用がかかっているが、その中で放送実績が多いものが迷子・迷い人、

子供の見守り、振込め詐欺とのこと。これらは良い取組みだとは思うが、例えば振込め詐欺に

緊急性はあるのかとは思う。

・ 委員長

振込め詐欺は警察署からの依頼だろう。どこの自治体でも、「今、市内で振り込め詐欺の電話

が掛かっているため注意してください」とやっている。

・ 委員

大雨が降った時に防災行政無線で大雨警報の情報を知りたいが、その時は恐らく聞こえないだ

ろう。あまり意味がないとは言わないが、運用の難しさを感じる。放送実績が多い内容は防災

行政無線として知りたいものではないため、費用がかかっている割にはどうなのかと思った。

・ 委員長

私のスマートフォンには、地域ごとに大雨警報の発生、これから何ミリ降る予報といった通知

が頻繁に入ってくる。それが個々に伝わるような仕組みがいいと思う。
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・ 委員

川口市にそのようなアプリはあるのか。

・ 委員

市公式 LINE があるようだが、そういった機能は追加できているのか。

・ 委員

市公式 LINE に登録しているが、滅多にこんな配信はない。あまり活用されていない印象だ。

新型コロナのワクチン接種の連絡は頻繁にあったが、それ以降は来ていない。

・ 委員長

防災行政無線に注力するよりは、市公式 LINE にもう少し重点を置いた方が使い勝手も良く、

受け手側の居る場所に左右されないため良いのではないか。併せて、登録者数を増やす努力も

した方が良いと思う。せっかく既存の良いサービスがあるため、活用して欲しい。市公式ライ

ンそのものは、危機管理課の担当ではないのか。

・ 職員

市全体のもののため、情報政策課が担当している。各々のページは各担当課が作成している。

・ 委員長

危機管理課でも部分的な登録者数は把握しているようだ。市公式 LINE で登録した全体の数

と、危機管理課担当で分けた数字の方を把握しているのだろう。

・ 職員

まず市公式 LINE へ登録し、その中で必要なカテゴリを自分で選ぶ必要がある。その選んだ

カテゴリが「防災関係」である方の人数を、危機管理課は把握していると思われる。

・ 委員

自分は市公式 LINE を登録しているが、これは情報が配信されるというよりも、自分が知りた

い情報が出てくる印象だ。

・ 職員

そのとおりである。最初にまず市公式 LINE へ登録し、配信を希望するカテゴリを各自で選

択する必要がある。情報が配信されるときは、そのカテゴリを選択している人のところに届く。

そのため、「防災・気象情報」カテゴリに登録しなければ情報は配信されない。

・ 委員長

防災行政無線で放送する内容を市公式 LINE で配信することはやっているのか。

・ 職員

きらり情報メールと市公式 LINE で行っているようだ。

・ 委員長

防災情報は選択するのではなく、非常時には情報が来て欲しい。選択していない人には情報が

来ないのはどうなのか。

・ 委員

防災情報はカテゴリを選ばなくとも配信して良いのではないか。防災行政無線よりも、市民は

見ると思う。

・ 委員長

防災行政無線の充実よりも、市公式 LINE とホームページの充実に切り替えるのが良いと思
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う。音声での情報提供も必要とは思うが、そちらばかりになるのはどうなのか。

・ 委員

防災行政無線は、雨風が強まった時には聞こえないと思う。

・ 委員長

荒天時は飛来物も考えられるため、窓を閉めてしまうとおそらく聞こえないだろう。

以上のことをとりまとめて、事業担当課に伝えたいと思う。

次回に向けた確認 

ディスカッションの結果について、委員長から事業担当課へ伝達

・ 委員長

１つ目、防災行政無線の新設や更新には高額な費用が掛かっているが、実際の放送は聞き取りにく

く、市民に正しく情報が届いているか不明確なため、費用の割に効果を感じにくい。そのような中

で、高額な予算を投じて防災行政無線工事を推進する理由は何か。

２つ目、災害時の市民への情報伝達手段として、障がいのある方がスマートフォンや携帯電話を活

用されている話から、市の公式 LINE が非常に有効な印象を受けた。危機管理課として、登録者数

を増やす工夫は何かしているか。

３つ目、市の公式 LINE について、受信設定で配信カテゴリを選択した人にしか防災・気象情報が

届かないとのことだが、防災や生命に関わる情報は市民全員にとって必要だと考えられる。未選択

の人にも配信する仕組みにできないか。

４つ目、防災井戸設置工事費は、防災行政無線工事費と比較すると費用が低額と見受けられる。災

害時の効用を考慮すると、防災行政無線工事を遅らせ、防災井戸を計画的に整備する方が有効では

ないか。

次回までに上記について回答を準備してほしい。
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評価事業 緑化推進事業 

担 当 課 都市計画部 みどり課 

説 明 者 松嶋次長、島川課長補佐、小池課長補佐、長谷川主査 

ヒアリング 

事業の概要及び事前質問への回答について、松嶋次長より説明 

事前質問への回答については別紙のとおり

説明を受けて、委員から事業に関する質疑応答 

質疑応答 

・ 委員長

令和３年度から５年度までの補助金の交付状況を見ると数件しかないが、過去にはもっと交付

件数が多い年もあったのか。件数が少ない理由は周知が足りていないのか、それとも生け垣や

壁面緑化を設置する人が少ないのか。

屋上緑化については、屋上に土を載せて花壇を作るとなると屋根部分に過重がかかり、そ

れに伴う建築物の整備にも費用がかかってしまうため、敬遠されてしまう傾向にある。フ

ェンスや壁面緑化については、つる性の植物を這わせることを補助対象としており、いわ

ゆるメッシュフェンスを想定しているが、戸建て住宅にメッシュフェンスを設置する方は

少なく、生け垣を選択するのが現状である。逆に、メッシュフェンスを設置するような大

規模な施設では、フェンスではなく、独自の緑地を設置しているため、補助金申請には至

っていないのが現状である。

補助金の交付件数が少ないのであれば、別の補助などを検討してもいいのではないか。費用を

かけて屋上緑化を設置するのであれば、みなさん太陽光パネルを選択するのではないか。

現状として、フェンスは生け垣にシフトし、大規模施設については独自に緑地を設置して

いるが、今年度に入ってから数件問い合わせがあり、申請があった場合の受け皿として、

フェンス・壁面緑化設置等奨励補助金は準備しておきたいと考えている。

・副委員長

特定財源として基金が事業費の約半分を占めているが、基金はいくら積み立ててあるのか。

令和５年度末で約５億円の積み立てがあり、皆様からの寄附と少し前から始まった森林環

境譲与税を積み立て、保全緑地の購入や緑化を図ることを目的に支出している。

事業費が毎年１千万円を超えているが、何に費用がかかっているのか。

事業費の主な支出としてはボランティア活動に使う種苗費と緑化団体に対する補助金で

ある。

事業評価調書にある緑化ボランティア活動団体数の目標値９５団体に対して補助金を支出し

ているということか。

すべての団体に対して補助金を支出しているのではなく、地域の緑化活動を行う７団体に

は、草花等の購入費用について限度額５０万円の補助を実施し、公園花壇等で活動する団

体には、市から種苗等を現物支給して、植栽や水やり等の管理を実施するなど、それぞれ

活動している。

・ 委員長
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フェンスを緑化する時の条件は何かあるのか。個人的な話だが、自宅の生け垣が大きいため取

り壊し、下にブロック塀を敷いて、その上にフェンスを設置した。そのままでは味気ないので

内側にモッコウバラを植えたら、見事な出来栄えとなり写真スポットになったが、私の住んで

いる市では生け垣の補助の対象にならなかったが、川口市は対象になるのか。

川口市ではフェンス緑化の補助金の対象になる。生け垣とフェンス緑化では、補助単価が

異なり、生け垣は１メートル当たり１１，０００円補助されるのに対し、フェンス緑化は

植物代として１メートルあたり１，１００円が補助される。補助単価が安いことが、申請

件数が伸びない理由にもなっていると考える。

ディスカッション 

質疑応答を経て、委員同士でディスカッション 

・ 副委員長

事業費をどのように使っているのか細かい決算内容を見てみたい。

・ 委員

屋上緑化やフェンスの補助金については過去の実績を知りたい。いつから始まり、流行ってい

る時期はあったのかなど、これまでの流れを把握したい。

・ 副委員長

緑化活動団体数がこの事業の指標になっているのが理解出来ない。団体数は市がコントロール

している訳でもない。何か市が仕掛けているのか聞いてみたい。

・ 委員長

緑化基金は国からの補助金の受け皿になっている。将来の使い道はどう考えているのか。

・ 委員

使っている金額が少なければ、どんどん貯まっていく。

・ 委員

メインの事業ではないが、学校や保育園、幼稚園の子供たちに対する緑化に関する学習機会を

設けているとのことだが、ボランティアの担い手が少なくなっていることを考えると、時間は

かかるが、子供たちに緑の大切さを身近に感じてもらうことは大切なのではないか。その結果、

将来的にボランティアの育成になり、緑を増やすという考え方に繋がると思う。子供たちに学

ぶ機会を増やしたり、実際に草木を植えたりする機会を増やすため、学校等に補助金を交付す

る可能性があるのかどうか聞いてみたい。

・ 委員長

以上のことをとりまとめて、事業担当課に伝えたいと思う。

次回に向けた確認 

ディスカッションの結果について、委員長から事業担当課へ伝達

･ 委員長

1 つ目、この事業全体における細かい決算額の内容を伺いたい。

2 つ目、各補助金の動向を伺いたい。例としてフェンス・壁面緑化設置等補助金交付状況は数年間

０件となっているが、いつから０件になっているのか。補助金ごとに近年の交付例を一覧にして示

して欲しい。
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3 つ目、ボランティア団体の数が指標となっているため、どんな団体がどのくらいあり、どんな活

動をしているか整理していただきたい。

４つ目、みどり基金のあり方について、この先どのように考えているのか伺いたい。

５つ目、国から緑化に関する交付金の使い方について、将来の方向性などを聞かせていただきたい。

６つ目、子どもたちに緑の大切さを学ぶ機会を作るということが大事と考えるが、今後の予定や可

能性について伺いたい。
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評価事業 赤山城跡保存整備事業 

担 当 課 教育総務部 文化財課 

説 明 者 丸山次長、谷川係長、米嶋主任 

ヒアリング 

事業の概要及び事前質問への回答について、丸山次長より説明 

事前質問への回答については別紙のとおり

説明を受けて、委員から事業に関する質疑応答 

質疑応答 

・ 委員 

赤山城跡は埼玉県の指定を受けているとのことだが、補助金はいくらぐらい出ているのか。 

史跡であれば補助金の対象となるが、赤山城跡は昭和３６年に県の史跡から旧跡に指定

替えになったため県からの補助金は出ていない。そのため、毎年県に対して補助金の要

望をしている。 

・委員 

まだ購入出来ていない土地や、借りている土地があるために、発掘調査が進んでいないとい

う状況で、この事業は最終的にどのようにしたいのか。例えば、最終的に買い取りが難しい

と判断した時点が終わりということなのか。 

この事業地全てを、市の土地にすることが目的ではなく、旧跡として保存していくこと

が目的である。優先的に購入していく計画範囲のうち、借用地については極力購入し、

それ以外の土地については、例えば現状、畑になっている土地であれば、そのまま残し

ておき、堀の周りを歩きながら緑豊かな旧跡を見ていただきたいと考えている。 

畑のまま残しておくとなると、発掘作業が出来ないのではないか。 

埋蔵文化財の専門職員によると、必ずしも全ての土地を発掘する必要はないと聞いてい

る。 

・委員 

一般の方々がどこまでこの旧跡を知っているのか。周知方法として学校で歴史教室を実施し

ているとあったが、それ以外にイベントを頻繁にやる予定はあるのか。 

当課の施設である歴史自然資料館がイイナパークの中にあり、そこで赤山陣屋について、

映像や模型、展示パネルで紹介している。また、小学３年生で川口の歴史を学ぶという

授業があり、伊奈氏の功績と併せ副読本を用いて勉強している。 

・ 委員 

NPO 法人赤山陣屋の会が立ち上がり、環境整備に協力していただいているということだが具体

的にはどのような活動をしているのか。 

地元の植木業者がそこに加わり、協力的に植木の剪定や、草木の刈り込み、植栽などを

行い、訪れるみなさんが季節を楽しめるような活動をしている。 

・ 委員長 

これまで、土地の購入等に相当な金額を費やしているが、今後も予算要求をして購入を継続

していくのか。 
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計画範囲の中では賃借料を払っている土地の購入を優先していきたいと考えている。 

賃借地を購入すればこの事業の終わりとなるのか。 

賃借地のみではなく、平成１８年度に作成した基本コンセプトによると、残り約３５，

０００㎡で、その内、賃借地は６，９００㎡となっている。今後は、計画を見直し優先

的に購入する範囲自体を狭める計画を立てていきたいと考えている。 

その具体的な計画は作成中ということか。仮の目標を立てないといつまでも先に進まないの

で、いつ頃までに完成など将来計画をどのように考えているのか聞きたい。 

この３月に文化財センターの本館を閉館し、現在移転に向けてたくさんの文化財を丁寧

に梱包する作業を行っているところであり、今年度は難しいと考えている。作業が終わ

った来年度以降に、将来計画について検討していきたいと考えており、概ね３年ぐらい

で計画を見直ししたい。 

・ 副委員長 

計画範囲の約６５，０００㎡というのは当初の計画範囲ということか。 

これは平成１８年度の基本コンセプトによる計画範囲で、当初の計画範囲は１２８，５

０２㎡である。 

当初の計画範囲はすべての土地を購入しようと計画していたのか。 

すべての土地を購入しようとは考えておらず、半分の土地に博物館を建設し、残りの半

分の土地は都市公園にする計画であった。 

平成１８年度の時点では計画範囲の約６５，０００㎡はすべての土地を購入しようと計画し

ていたのか。 

その通りである。 

・委員長 

史跡から旧跡に変わったというのはランクが下がったということか。 

その通りである。 

自宅の近くに国指定の貝塚があり、一帯を国が借り上げ相当な金額の補助金が出たはずであ

るが、県指定であれば補助金を出してもらってもいいと思う。出ないとなると自己財源で支

出することになり、借金が増えて市の負担は大きいのではないか。 

・委員 

史跡から旧跡に変わったのはいつか。その理由は何か 

変わったのは昭和３６年である。元々、赤山城跡が県の文化財になったのは、現状の文

化財保護法の前身に当たる大正時代の史跡名勝天然記念物保存法の中で位置づけられて

いた。戦前の制度で、その当時の調査研究で指定されたが、昭和３６年に県で見直しを

行うことになり、その際に史跡としては保存状態が良くないと判断され、当時まだ発掘

調査も行われていなかったことから旧跡とされてしまった。その後、発掘調査が行われ

空堀が発掘されたため、整備計画を作成し、再度、県に指定の変更を何度も依頼したが、

難しいということで認められず現状に至っている。 

・委員 

最終的にはどのような施設にしたいのか。 

文化財課としては事業範囲内に博物館候補地を確保し、また、空堀を周遊できるよう整
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備を行いたいと考えている。 

ディスカッション 

質疑応答を経て、委員同士でディスカッション 

・副委員長 

事業自体の否定は出来ないが、長期計画を持たないとダメだと思う。このままズルズル続い

てしまうのが目に見えている。 

・委員長 

ある程度まとまった土地が確保出来ないと発掘作業が非効率である。どうしたら良いものか。

・委員 

発掘した後に博物館を建てるというのは壮大な計画である。 

・委員長 

日本人の遺跡に対する想いは非常に複雑である。イタリアでは遺跡の上に遺跡があり、その

上に建物が建っている状況で、恐らくこのような陣屋跡というのは日本全国どこにでもある

と思う。だから県も史跡というよりも旧跡ではないかと判断したのだろう。 

・委員 

今やっていることを否定することは出来ないが、城跡だったら城を建てるなどの目的があっ

たが、陣屋跡だとどうなのか。 

・委員長 

確かに否定は出来ない。今後どのような着地点にしていくのか気がかりである。 

・委員 

今の状態でストップすることは出来ないのか。 

・委員長 

借りている土地があり、その賃借料だけは支払い続けないといけないのではないか。借地契

約を打ち切ることも可能だが、重要な土地を諦めなければならない。 

・委員 

今までで 16 億円かかっていて、今後も莫大な費用がかかり、市債として借金を背負わされて

いる状況で、そこまでの市民ニーズがあるのだろうか。 

・副委員長 

ニーズがあろうとなかろうとやるという信念だと思う。 

・委員長 

文化財の担当者はそこに昔の家の跡があると分かると目の色が変わってしまうほど、仕事に

対しての強い熱意を持っている。 

以上のことをとりまとめて、事業担当課に伝えたいと思う。

次回に向けた確認 

ディスカッションの結果について、委員長から事業担当課へ伝達 

･ 委員長 

１つ目、過去の計画から現在までどのように計画内容が変化し、そして将来どのような姿になっ
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ていくのか全体像を表すロードマップのようなものを示してほしい。 

２つ目、市民のニーズはどうなっているのか。県からの補助金が出ていないため、市債で行って

いるということは、将来の子供たちの負担になっていると考えると、この事業を継続する要件と

しては、やはり市民のニーズが本当にあるのか確認する必要があるのではないか。 

３つ目、事業を継続するのであれば、陣屋跡の知名度を高め、重要性をアピールすることも必要

ではないか。 
































